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議会運営委員会 

 

令和４年８月２４日午前９時００分から第一会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

◎木澤 正男     ○溝部真紀子      齋藤 文夫                

大森恒太朗      嶋田 善行      坂口  徹 

    奥村 容子 

伴 議 長 

 

２．理事者出席者 

総 務 部 長    西巻 昭男    

 

３．会議の書記 

議会事務局長         佐谷 容子    同  係  長  吉川 也子 

 

４．審査事項 

別紙のとおり 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

 

 

 

開会（午前９時００分） 

署名委員   坂口委員、奥村委員 

  

 おはようございます。 

全委員出席されておりますので、ただいまから、議会運営委員会を開会し、

本日の会議を開きます。 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私から指名します。 

会議録署名委員に、坂口委員、奥村委員のお二人を指名します。お二人に

は、よろしくお願いします。 

本日の議事日程は、お手元に配布しておりますレジメのとおりでございま

すので、レジメに沿って進めてまいります。 

初めに、１．協議事項、（１）令和４年第４回斑鳩町議会定例会について

を議題とします。 

①会期日程については、６月１４日開催の議会運営委員会で確認しました

日程案のとおり、９月１日（木）から９月２７日（火）までの２７日間の会

期日程で決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

令和４年第４回斑鳩町議会定例会は、９月１日から９月２７日までの会期

２７日間ということで決定します。 

次に、②付議予定議案等の取扱いについてを議題とします。８月１７日に

９月議会上程予定案件について議員に資料が配布されましたが、その後、議

案の内容が変更されたとお聞きしています。 

総務部長より説明をお願いします。 西巻総務部長。 

 

 おはようございます。去る令和４年８月１７日開催の議員懇談会におきま

してご説明申しあげました、令和４年第４回定例会提出予定議案の一部取下

げ等の変更と、旧姓の通称使用されている方の議案につきまして、貴重なお

時間を頂戴いたしまして、ご説明させていただきます。 
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委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

嶋田委員 

はじめに、予定議案の取下げ等についてでございます。令和４年７月５日

に、健康対策課職員が公用車を運転中に起こした物損事故に係る損害賠償額

の決定と、その予算補正に関する町長専決処分の報告についてでございます

が、これら報告は示談が整えば、議会の委任による町長専決処分として専決

処分させていただく予定でございましたが、示談が継続中であり、なおも時

間を要することから、８月２９日の議会招集告示までに専決できる見込みが

なく、予定議案から取り下げさせていただくものでございます。なお、この

議案の取下げに伴って、議案案件である令和４年度斑鳩町一般会計補正予算

（第８号）についての補正号数が第８号から第７号に変更となります。 

続きまして、旧姓の通称使用されている方の議案についてでございます。

斑鳩町公文書開示審査会委員の委嘱に関する人事案件において、旧姓の通称

使用されている方がおられますことから、この議案の議案書におきまして

は、氏名は旧姓で記載させていただき、かっこ書きで本名を併記させていた

だくこととしております。この議案は、湯川美和氏を斑鳩町公文書開示審査

会委員に委嘱することについて議会の同意を求めるものでございますが、戸

籍簿に記載された現在の氏名は丸山美和氏でございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

これら案件につきまして、何とぞ、ご理解をたまわりましてお取り計らい

のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 

ただいま説明がありましたことについて、質疑、ご意見等があれば、お受

けします。 

 

（ な  し ） 

 

ただいま、総務部長にご説明していただきましたが、９月１日の全員協議

会に総務部長に出席いただいて、説明していただく必要があるかどうか、こ

の点について、委員のご意見をお聞きします。 

嶋田委員。 

 

今までの例にならって、一応全員協議会で報告していただく、説明してい
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ただくということでどうかなと思います。 

 

ほかの委員さんもそれでよろしいですか。 

 

（ 異議なし ） 

 

 それでは、総務部長には全員協議会に出席していただき、本日と同様の説

明をお願いいたします。 

それでは、付議予定議案等の取扱いについて、日程順に確認してまいりま

すので、議事日程と委員会付託表とをあわせてご覧ください。 

まず、日程１．会議録署名議員の指名、日程２．会期の決定をいたしまし

て、次に、日程３から日程５まで、閉会中の各常任委員会の審査の概要につ

きまして、各委員長から報告を受けることとします。次に、提出されました

議案を一括上程し、町長から総括提案説明を受け、その後、議事日程に従っ

て議事を進めることとします。それでは、各議案の取り扱いについて、付託

先などの確認をさせていただきます。 

日程６．議案第３０号 斑鳩町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例については、総務常任委員会に付託。日程７．議案第３１号 斑

鳩町町税条例等の一部を改正する条例についても、総務常任委員会に付託。 

日程８．議案第３２号 斑鳩町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

については、厚生常任委員会に付託。日程９．議案第３３号 令和４年度斑

鳩町一般会計補正予算（第７号）については、総務常任委員会に付託。日程

１０．議案第３４号 令和４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）については、厚生常任委員会に付託。日程１１．議案第３５号 令

和４年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についても、厚生

常任委員会に付託。日程１２．議案第３６号 令和４年度斑鳩町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）についても、厚生常任委員会に付託。 

ひとつ飛びまして、日程１４．諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

意見を求めることについて（その１）と日程１５．諮問第２号 人権擁護委

員の推薦について意見を求めることについて（その２）の２件の諮問案件は

人事案件でございますので、慣例により委員会付託を省略し、初日に諮るこ
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ととします。また、この諮問第１号と諮問第２号の２議案につきましては、

一括議題にして説明を受け、採決については、ひとつずつ行いたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。諮問第１号と諮問第２号の２議案については、一括

議題とし、初日にそれぞれ諮ることとします。 

次に、日程１３．議案第３７号 令和３年度斑鳩町水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について、及び、日程１６．認定第２号から、日程２１．認

定第７号までの一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計の決算認定に

ついて、これら７議案については、決算審査特別委員会を設置し、これに付

託することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。日程１３．議案第３７号と、日程１６．認定第２号

から、日程２１．認定第７号までの７議案については決算審査特別委員会を

設置し付託します。なお、この決算審査特別委員会につきましては、既に各

委員会で委員の選任をしていただいているところでございますが、本会議初

日に７議案を一括議題として取り上げて総括質疑を行った後、委員会条例第

５条の規定に基づき、委員７名の決算審査特別委員会を設置することについ

て会議に諮っていただき、次に委員会条例第７条第４項の規定に基づき、議

長から特別委員を指名していただくこととします。 

次に、日程２２．同意第３号 斑鳩町教育委員会委員の任命について同意

を求めることについては、人事案件ですので、慣例により、委員会付託を省

略し、初日に諮ることとします。 

次に、日程２３．同意第４号 斑鳩町公平委員会委員の選任について同意

を求めることについて（その１）と日程２４．同意第５号 斑鳩町公平委員

会委員の選任について同意を求めることについて（その２）の２件の同意案

件も、人事案件でありますので、慣例により、委員会付託を省略し、初日に
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諮ることとします。また、この同意第４号と同意第５号の２議案につきまし

ては、一括議題にして説明を受け、採決については、ひとつずつ行いたいと

思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。同意第４号と同意第５号の２議案については、一括

議題とし、初日にそれぞれ諮ることとします。 

次に、日程２５．同意第６号から日程２９．同意第１０号までの、斑鳩町

公文書開示審査会委員の委嘱について同意を求めることについて（その１）

から（その５）までの５議案については、人事案件でございますので、慣例

により、委員会付託を省略し、初日に諮ることとします。 

また、この同意第６号から同意第１０号の５議案につきましては、一括議

題にして説明を受け、採決については、ひとつずつ行いたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。同意第６号から同意第１０号の５議案については、

一括議題とし、初日に諮ることとします。 

また、先ほど、総務部長から説明がありましたとおり、同意第９号につい

ては、旧姓使用されている方であるとのことです。このようなケースが初め

てですので、旧姓使用の場合は、本名の苗字をかっこ書きで併記されるとい

うことを確認しておきます。 

次に、日程３０．報告第１５号 議会の委任による町長専決処分の報告に

ついて（損害賠償の額の決定について）から、日程３３．報告第１８号 議

会の委任による町長専決処分の報告について（令和４年度斑鳩町一般会計補

正予算（第６号）について）までの４議案は、報告案件ですので、慣例によ

り、初日に報告を受けることとします。 

このうち、報告第１５号と報告第１６号の２議案について、報告第１７号

と報告第１８号の２議案については、それぞれ同一事故にかかる関連した議
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案でございますので、これまでの例により、それぞれ一括議題にしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

報告第１５号と報告第１６号の２議案について、報告第１７号と報告第１

８号の２議案について、それぞれ一括議題とすることとします。 

最後に、日程３４．研修会への参加派遣について、７月に開催されました

県議長会主催の研修会の参加について別紙のとおり議長より報告されます。 

本会議初日に提出される予定の議案につきましては、以上でございます。 

これまで確認いたしましたとおり付議議案の取り扱いをしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

  

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長には、ただいま確認しましたとおり、付議議案の取り扱いをしていた

だきますようお願いします。 

なお、初日にお諮りする諮問第１号、第２号および同意第３号から同意第

１０号について、討論の有無は初日の全員協議会で確認いただくこととなり

ますが、もし討論となった場合、本会議における討論につきましては、これ

までの例により、賛否の討論者をそれぞれ１名ずつとすることで確認してお

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

賛否の討論は、各１名ずつということで、確認をしておきます。 

ここで、事務局より、９月議会の新型コロナウイルス感染症予防対策につ

いて相談があるとのことですので、発言を許可します。 佐谷議会事務局長。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 議会事務局より、９月議会の新型コロナウイルス感染症予防対策について

ご相談させていただきます。６月議会において、さまざまな感染症予防対策

を講じてまいりましたが、７月以降、新型コロナウイルス感染症は再び拡大

しており、町内でも連日多くの感染が確認されております。 

 このことから、１点目、議場における新型コロナウイルス感染防止対策に

ついてです。議員席、傍聴席及び議場の扉、理事者の出席につきまして、６

月議会と同様の対応（議員席・傍聴席は間隔をあけて着席、議場の扉は開放、

エレベーター南側のガラス扉を閉める、理事者の出席は理事者判断で縮小す

る）かどうかをご判断いただきたいと考えております。 

２点目、本会議における町長の提出議案説明朗読の一部省略についてで

す。６月議会と同様に、会議時間短縮のために９月議会についても、事前に

配布される文書をあらかじめ読んでいただき、本会議での朗読については説

明部分を省略される議事運営について、９月議会も同様に行うかご協議をお

願いいたします。３点目です、決算審査特別委員会が９月８日から１３日に

予定されておりますが、昨年と同様に、冒頭、監査委員報告から歳入全般ま

でと表決時の出席理事者を最小限にしたいと考えております。 

これらのことにつきまして、ご協議いただきますよう、委員長におかれま

しては、よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。 

 

ただいま９月議会の新型コロナウイルス感染症予防対策について事務局

から説明がありましたが、これについて質疑、意見があればお受けします。  

嶋田委員。 

 

 ６月議会と同様で結構かと思います。 

 

 ほかの委員さんもそれでよろしいでしょうか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

そうしましたら９月議会の新型コロナウイルス感染症予防対策について
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は、ただいま事務局より説明のあったとおりで対応する確認しておきます。 

以上で、（１）令和４年第４回斑鳩町議会定例会についてを終わります。 

次に、（２）要望書等の取扱いについてを議題とします。 

これまでに３件の陳情書をお受けしております。これらの取り扱いについ

てご協議いただきたいと思います。 

まず初めに、この文書を受けた経緯について、簡単に事務局から説明をお

願います。 佐谷議会事務局長。 

 

それでは、これまでに提出を受けました３件の要望書等につきまして、提

出を受けた経緯などをご報告させていただきます。 

１点目、２０２２年奈良県網の目平和行進要請書については、６月２７日

に、原水爆禁止国民平和行進奈良県実行委員会の平和行進が斑鳩町に来られ

まして、受け取ったものでございます。内容といたしましては、日本政府に

核兵器禁止条約への署名・批准を求めるなど、核兵器のない世界の実現の行

動をおこされたいというものです。 

２点目に、地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望

は、令和４年８月９日に、斑鳩町シルバー人材センターの中西会長と中川事

務局長が来庁され、受け取ったものです。陳情の趣旨は、シルバー人材セン

ター事業の推進のために必要な補助金の確保、公共からの事業発注の確保等

を要望されております。また、要望書を受け取る際、私のほうから、何かお

困りのことはございませんかとおたずねいたしましたが、中西会長からは特

にございませんとのご回答でした。なお、昨年８月２日に斑鳩町シルバー人

材センターより提出された、「超高齢者社会にチャレンジするシルバー人材

センターの決意と支援の要望について」は、令和３年８月２４日の議会運営

委員会で取り扱いを協議されて、配布にとどめるとされております。 

３点目に、安倍元総理大臣の「国葬」を見直すことについては、令和４年

８月１７日に、奈良２区市民連合 共同代表 幡野利雄氏より郵送されてき

たものです。陳情の趣旨は、安倍元総理大臣の葬儀を「国葬」で行うという

政府の決定について、日本国憲法の基本から重大な疑念があり、これを見直

す意見書を内閣総理大臣に提出されたいとのことです。 

 以上、これまでに提出を受けました３件の要望書についての概要です。  
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齋藤委員 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

嶋田委員 

 

 

 

ただいま議会事務局長から説明がありましたが、この取り扱いについて、

委員皆様のご意見をお聞きしたいと思います。 

３件の要望書については、事前配布させていただいておりますので、この

まま進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、これらの要望書の取り扱いについて、ひとつずつご意見をお聞

きしたいと思います。 

まず、１点目、「２０２２年奈良県網の目平和行進要請書」について、委

員皆様のご意見をお受けします。 齋藤委員。 

 

意見でなくて、教えてもらいたいんですけども、ここの下から３分の１の

ところに、記、書いてありますその２行目に、現在、奈良県内では生駒市議

会どうのこうのとあって、斑鳩町議会もありますけども、これはどのような

経緯でされたのか、わかりましたら。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午前９時２１分 休憩 ） 

（ 午前９時２４分 再開 ） 

 

再開します。 

それでは、今、齋藤委員から出た質疑については、事務局のほうで調べて

いただいて、のちほどご回答いただきたいと思います 

ほかに質疑・ご意見等ございませんか。 嶋田委員。 

 

今、調べてもらってますけれども、これはもう毎年出されているものだと

思いますので、毎年これは配布にとどめるということにしておったと思いま

すので、今回もそのようにしていただいたらどうかなと思います。 
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委員長 

 

齋藤委員 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

齋藤委員。 

 

嶋田委員と同意見です。 

 

今、お二人の委員さんから配布にとどめてはどうかというご意見が出まし

たけれども、他の委員さんもそれでよろしいですか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

ただいま議題となっております「２０２２年奈良県網の目平和行進要請

書」については、各議員に配布にとどめるということで確認をしておきます。 

それでは次、２点目、「地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意

と支援の要望」について、委員皆様のご意見をお聞きします。 

嶋田委員。 

 

先ほど局長の説明にもありましたけども、これ結局、斑鳩町のシルバーと

しては、要望は何もないと。そして去年でしたか、シルバーから要望があっ

たら、ある程度斑鳩町は対応していただいているとお聞きしておりました

し、これも配布にとどめておいてはどうかなと思います。 

 

ほかの委員さんはいかがでしょうか。 齋藤委員。 

 

嶋田委員と同意見です。 

 

ただいま、お二人から配布にとどめてはどうかということでご意見をいた

だきましたが、他の委員さんもそれでよろしいですか。 

 

（ 異議なし ） 

 

そうしましたら、ただいま議題となっております「地域社会に貢献するシ
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嶋田委員 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

ルバー人材センターの決意と支援の要望」については、各議員に配布にとど

めるということで確認しておきます。 

それでは３点目、安倍元総理大臣の「国葬」を見直すことについて、委員

皆様のご意見をお聞きしたいと思いますが、こちらにつきましては、これま

での例で言いますと、議会最終日の議決ということで採択するかしないかと

いうことで諮る、もし委員会付託等となった場合にはそういう形で決をとっ

てきましたけども、９月２７日が国葬の日ということで、この日にもし採択

をしたとしても、あまり意味がないということで、こちらにつきましては、

議員提案で初日に提出をさせていただきたいと思っているんですが、そうい

う形で進めさせていただこうと思っておりますが、よろしいでしょうか。  

嶋田委員。 

 

ということは、これはもう配布にとどめるという考えでいいわけですね。 

 

そういうことになるかと思います。委員会付託ではなくて。 

嶋田委員。 

 

議員個人でされる分については、どうぞされたらいいのではないかと思い

ます。だからこれも結局配布にとどめるという形でどうかなと思います。 

 

ただいま、嶋田委員からそういうご意見をいただきましたけど、そういう

形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

そうしましたら、こちらの郵送いただいた要請書については各議員に配布

にとどめるということで確認をさせていただきます。 

このことについては、初日に意見書を議員発議で提出したいと考えており

ます。 

暫時休憩いたします。 
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委員長 

 

 

（ 午前９時２８分 休憩 ） 

（ 午前９時３０分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

ただいま、事務局から追加日程を配布していただきましたが、追加日程１．

発議第５号 安倍元総理大臣の「国葬」の見直しを求める意見書を議員発議

で初日に提出する予定としております。 

本会議初日には、議会運営委員会を開催することなく、発議を行う予定で

すので、よろしくお願いいたします。それでよろしいですか。 

 

（ 異議なし ） 

 

以上で、（２）要望書等の取扱いについてを終わります。 

総務部長には、他の公務もありますので、ここで退席していただくことと

します。お疲れ様でした。 

暫時休憩します。 

 

（ 午前９時３０分 休憩 ） 

（ 午前９時３２分 再開 ） 

 

再開します。 

佐谷議会事務局長。 

 

先ほどの齋藤委員からのご質問にお答えできずに申し訳ございませんで

した。事務局で調べましたところ平成２２年３月２４日に斑鳩町議会とし

て、「核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書」を採択し、関係機関に

送付したという記録が残っております。以上でございます。 

 

ですので、ここに書いてあります核兵器禁止条約への署名・批准を政府に

求めるのとは、ちょっとまた違うかなというふうに思いますので、まあ、こ

れ斑鳩町議会も決議をあげていただくということで、すでに決議されている
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委員長 
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委員長 

 

 

 

 

議会事務

ということになっていますが、こちらのほうはちょっと事実と異なっている

のかなと、いうことかなと思います。齋藤委員、そういう形ですけれども。 

 

これ、全議会に配っているんでしたら、違うのなら違うと言わないとなら

ないのかなという気もするんですけど、その辺はどんなものでしょうか。 

 

 佐谷議会事務局長。 

 

 完全に一致した意見書のみを載せてはるかどうか、それともご自分のとこ

ろと団体に同じ趣旨だと思われている意見書ですね、インターネットのほう

から検索して掲載されているかどうかというのは、それは相手さまのご団体

の意思だと思いますので、そちらについてはこちらから訂正する必要はない

かなと事務局では考えております。以上です。 

 

伴議長。 

 

この平和行進、確か８月か、来られた時に、私出席しておりまして、そこ

で斑鳩町は核廃絶についての意見書は出されてないという発言が、ちょっと

先方からあったんで、いえ、平和についての意見書は出しておりますと、た

ぶん僕の記憶では、僕の記憶だけでしてんけど、そういう発言をしましたん

で、こういう形になってしまって、ちょっとそこで齟齬ができてしまってい

る、僕の思っている趣旨と受け取った趣旨が齟齬ができてしまったというこ

とだと思いますねん。悪気なく載せておられるというか、私がそういう発言

したからなっているものだと思います。以上です。 

 

次に、（３）今年度の検討事項について、改正個人情報保護法施行に伴う

斑鳩町議会の個人情報保護の対応についてを議題とします。 

本日資料１－１から１－３を配布しておりますので、事務局から資料の説

明をお願いします。 佐谷議会事務局長。 

 

それでは、資料１（仮称）斑鳩町議会の個人情報の保護に関する条例につ
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いてをご覧ください。 

まず、（１）全国町村議会議長会が作成した条例（例）の概要です。 

町は、改正個人情報保護法に定める地方公共団体等に含まれるため、条例

は「個人情報保護法施行条例」となり、条文も１３条程度とたいへん短い条

例です。参考のため、現時点で、国から示されている町への条例のひな型「○

○市個人情報保護法施行条例」を資料１－３として添付しております。 

一方、議会は、改正個人情報保護法に定める地方公共団体等から除外され

ており、独自に法に準拠した条例を定める必要があります。 

このことについては、各議会がたいへんな作業になりますことから、全国

町村議会議長会が、総務省や個人情報保護委員会と協議され、条例（例）を

作成されたものです。令和４年７月２９日に、全国町村議会議長会より一部

修正の通知がありましたので、その内容を修正したうえ、議会運営委員会資

料版として、本日、資料１－２として添付しております。 

条例（例）の内容は、議会で定める必要がある項目に絞られており、個人

情報の取り扱い、開示請求、訂正および利用停止などが規定されています。 

また、議会の個人情報の対象は、議会事務局が保有する個人情報を想定し、

各議員が取得する個人情報は想定しておりません。さらに、この条例（例）

では、審査請求があったとき等の諮問先としては、執行機関の附属機関であ

る個人情報保護審査会に諮問すると想定して作成されています。また、新個

人情報保護法に準じて、罰則規定が設けられています。 

次に、条例（例）における各議会で検討が必要な事項についてです。全国

町村議会議長会が作成された条例（例）に沿って、条例を制定する場合にお

おいても、次の３つの項目においては、各議会で方向性を定める必要があり

ます。資料１－１の最下段をご覧ください。四角囲みのところでございます、

①開示請求に係る費用負担について、②審査請求があったとき等の諮問先に

ついて、③罰則規定を設けることについて、これらが、現在、各議会で方向

性を定める必要があると考えられております。 

それでは、ページをめくっていただきたいと思います。①開示請求に係る

費用負担についてです。手数料の有無、実費負担の有無について、ご検討を

お願いします。条例（例）では、手数料を１件あたり〇〇円徴収となってお

りまして、実費負担については記載されておりませんが、各議会で、町と整
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嶋田委員 

 

合性をとりながら、定める必要があります。町の対応としては、現行の個人

情報保護条例と同様に、手数料はなし、コピー代や郵送料といった実費のみ

を徴収される予定と聞いております。②審査請求があったとき等の諮問先に

ついてです。この検討事項としては、ア）議会に個人情報保護審査会を置く。

イ）執行機関の附属機関である個人情報審査会に諮問する。ウ）行政不服審

査会に諮問する、のいずれに諮問するか、ご検討をお願いします。 

条例（例）では、②執行機関の附属機関である個人情報保護審査会に諮問

する方向になっております。町においても、個人情報保護審査会を設置する

方向と聞いております。 

最後に、③罰則規定を設けることについてです。検討事項としては、ア）

罰則規定を設ける、イ）罰則規定を設けない、について、ご検討をお願いま

す。法令順守の観点からは、ア）罰則規定を設ける方向になってこようかと

思いますが、罰則規定を設けた場合は、地方検察庁との協議が必要となって

きます。全国議長会から、法務省への申し入れがされており、全国議長会作

成の条例（例）に準拠して条例を作成する場合は、協議期間は２か月程度と

聞いております。一方、町独自の条例を作成する場合は、協議期間が長期化

する可能性があると、奈良地方検察庁より聞いております。 

罰則規定を設ける場合で、かつ、全国町村議会議長会作成の条例（例）に

準拠して条例を作成する場合のスケジュール案をお示ししておりますが、令

和５年４月の法施行に間に合わせるためには、できれば１１月の議会運営委

員会で、条例案を固め、１２月ごろには、奈良地方検察庁との協議を開始す

ることが望ましいと考えております。 

以上、（仮称）斑鳩町議会の個人情報の保護に関する条例についての説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、局長から説明いただきましたが、この資料の内容も含めまして、

質疑・ご意見があれば、お受けしたいと思います。 

嶋田委員。 

 

この資料１－２、１－３、割とありますので、これもちょっと読まさせて

いただきたいなと思うんです。こんだけのあれなんで、今読む言うのも、し
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んどいと思いますんで、次回までに読んで意見を述べさせてもらうという形

にしていただきたいと思います。 

 

ただいま、嶋田委員から資料が結構量があるので、目を通してまた次回の

委員会で議論していけばどうかということでご意見いただきましたが、特に

質疑等なければそのような形で進めさせていただこうと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、①改正個人情報保護法施行に伴う斑鳩町議会の個人情報保護の

対応については、９月の議会運営委員会で、本日の説明のあった３つの検討

事項について、斑鳩町議会としての方向性を出すということで進めるという

ことを確認して終わっておきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

 それでは、次に、②動議の取り扱いについて、を議題とします。 

本日資料２を配布しておりますので、事務局から説明をお願いします。 

 佐谷議会事務局長。 

 

それでは、資料・動議について（テーマの進めかた）をご覧ください。 

「動議」は、主として会議の進行や手続き、議案の修正案について、議員

から議会、または委員から委員会に対して行われる提議のことです。通常の

提案との違いは、議会の議決が必要であることです。動議はさまざまな角度

から分類ができますが、資料では①案を備える必要がある動議と、②案を備

える必要がない動議という分類で整理しております。①案を備える必要があ

る動議としては、修正案の動議、懲罰の動議、秘密会の動議などがあります。

②案を備える必要がない動議としては、会議の開閉に関する動議、議題の議

事に関する動議、選挙に関する動議などがあります。 

次に、２．斑鳩町議会会議規則での規定を確認させていただきます。第１
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６条では動議成立に必要な賛成者の数、第１７条では修正動議の手続き、第

１８条には秘密会の動議について、第１９条では先決動議について、第２０

条では動議の撤回について定められています。第２２条には日程の順序変更

及び追加について動議が提出された場合の手続き、第２５条には延会の動議

が提出された場合の手続きについて、第５９条には質疑、討論終結の動議が

提出された場合の手続きについて、第１１０条では懲罰の動議の提出につい

て定められています。このように、会議規則で定められているだけでも、８

つの動議がございますので、ご確認いただきたいと思います。 

次に、３．検討のスケジュール（予定）をご覧ください。９月の議会運営

委員会では、動議の流れについて事例により確認いただきたいと思います。

１１月の委員会では、修正動議にスポットをあてて、確認していただければ

と思います。１２月の委員会と２月の委員会では、３月４日の議会運営委員

会で協議されました「修正動議を委員会に提出することについて」、さまざ

まな角度からご協議いただくこととしております。最後に３月の委員会で、

１年間のとりまとめをしていただければと考えております。 

 以上、動議について（テーマの進めかた）の説明とさせていただきます。 

 

ただいま、事務局長より説明がありましたが、元々こちらについては、ど

のような動議の種類があるのかということと、昨年度、予算の修正動議を出

す際に、委員会に提出することについてどうなのかということで、このテー

マについて発展してきましたので、単に勉強だけで終わるというのでなく

て、年度の最終に委員会への動議の提出についてどういう認識を持つほうが

いいのかということで、最終的にまとめをさせていただこうかなということ

で、事務局でこのようにスケジュールをつくっていただきましたので、この

スケジュールに沿って進めていきたいなと思うんです。本日、資料を提出い

ただきましたが、これも含めて質疑・ご意見等があればお受けします。 

嶋田委員。 

 

事務局で簡略にまとめていただいてありがとうございます。これも今見た

だけではわからへんし、私は、議員必携等を参考にまた勉強していきたいと

思いますので、これも次回から始めていきたいなと思います。 
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局長 

 

 

他の委員さんいかがでしょうか。 

伴議長。 

 

ここに最後のほうに、協議内容、特に委員会で否決、修正動議が出て否決

になった場合の本会議の扱い、この辺りはちょっと結論出していただいてと

いうように思いますんで、ちょっとお願いしたいなと思います。 

今後に関わってくることになりますんで、お願いします。 

 

１年間通して議論進めていく中で、最終的に議長がおっしゃったような形

でどうするのかというのも、この議会運営委員会で確認をさせていただこう

かなというふうに思います。 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしたら嶋田委員からご提案いただきましたように、またいろいろこの

資料も含めて見ていただいて、次回の委員会で議論していくということで確

認して終わっておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、②動議の取り扱いについては、検討のスケジュールの予定に沿

ってすすめていくということを確認して終わっておきます。 

次に、③議案の事前審査についてを議題とします。 

本日資料３を配布しておりますので、事務局から説明をお願いします。 

 佐谷議会事務局長。 

 

 それでは、お手元の資料３「町議会における議案の事前審査について」を

ご覧ください。１．議案審査の原則は、本会議での議案の上程、説明・質疑、

委員会付託される場合は委員会付託、委員会での審査→委員長報告、そして
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最終日での討論、表決であることを、まずご確認いただきたいと思います。 

このことから、議案は、この四角の欄の下に書いているんですけれども、

議案は議案の上程から表決までの間に審議されるべきもの。そのため、上程

されるまでの間に事前審査されるものではないというのが、事前審査を行わ

ない考え方の基本となっております。ただし、議案の事前検討ができるよう

説明資料などを事前配布することは望ましいとされています。 

次に２．事前審査を行わない議事運営、これは斑鳩町の議会のスケジュー

ルにあてはめた場合でございますが、これを表によりあらわしています。表

の横軸では、右端に議案審査のなかでも特に重要とされている質疑を「でき

る」「できない」などで示しております。表の縦軸では、ターニングポイン

トが２つあり、ひとつが議員懇談会です。 

議員懇談会では、次期定例会に提出予定案件が資料として配布されるた

め、議員懇談会から、本会議での議案上程までの間、議員懇談会資料に含ま

れる案件については、審査をすることはできないとされております。 

ただし、議員懇談会の時点で、執行部から示されていない案件については、

執行部から議長への追加上程の打診があった時点からとお考えください。そ

のため資料では（または、執行部の上程予告）というものを入れております。 

それでは、表を順を追って説明させていただきます。①議員懇談会（また

は、執行部の上程予告）より前の委員会、全員協議会などです。この時点で

は、新規事業等検討している内容を報告されるものであり、議案として固ま

っていない状況ですので、事前審査とはならず、質疑はできるとされており

ます。次に、②議員懇談会、閉会中の委員会、全員協議会についてです。さ

きほども申しあげましたが、議員懇談会では、次期定例会に提出予定案件が

資料として配布されるため、議員懇談会から、本会議での議案上程までの間、

議員懇談会資料に含まれる案件について、審査をすることはできないとされ

ております。このため、質疑はできないとされておりますが、確認のための

質疑は可能とされております。なお、「確認のための質疑」の範囲に定説は

なく、これについては各議会での判断との考え方が一般的です。次に、③本

会議での議案上程後の総括質疑、④開会中の委員会、⑤本会議での委員長報

告については、議案審査のための質疑となり質問することは可能です。 

最後に、⑥本会議での討論を経て、表決され、議案審査が終わるという流
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委員長 

 

議会事務

局長 

 

 

れでございます。 

なお、欄外に※２として記載しておりますが、一般質問では、原則として、

会期中に提出される議案についての質問は行わないとされております。 

これらのことから、資料の３の一番下のところですが、町議会で確認が必

要と思われる事項については、①閉会中の委員会などで行ってもよい「確認

のための質疑」の範囲について、②予算上程時の一般質問について、こちら

については、会期中に提出されている議案についての質問は行わないとされ

ておりますが、３月議会では、当初予算が提出され、広く捉えればすべて町

政にかかることが質問できないと考えられるので、町議会での確認が必要と

考えられます。また、③委員会での説明予定の事項の一般質問ですけれども、

こちらについては、一般質問では、原則として、会期中に提出されている議

案、特に委員会付託議案については質問は行わないこととされております。

このことから、開会中の委員会で執行部が説明を予定している事項の一般質

問についても、町議会での確認が必要ではないかと考えております。 

 以上、「町議会における議案の事前審査について」のご説明とさせていた

だきます。 

 

ただいま、事務局のほうからポイントも整理していただいて、資料を作成

していただいて、説明もいただきました。こちらにつきましても、資料の内

容も含めて、本日、質疑・ご意見等があればお受けしたいと思います。 

嶋田委員。 

 

この２の事前審査を行わない議事運営（斑鳩町議会のスケジュールにあて

はめた場合）の四角の中の①ですね、これ町議会でやってますか。 

 

佐谷議会事務局長。 

 

例えば、昨年の１２月にあったと思うんですけど、呉竹荘の方向、都市建

設部のほうが全員協議会か議員懇談会でしたが、説明されています。こうい

ったものについては３月議会に上程は予測されるものの、まだ３月の上程時

期からかなり遠い時点でのものでございますので、これはできます。あとよ
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溝部委員 

 

くあるのは、１１月か１２月頃の委員会で、来年度の新規事業についてとい

うことで各課報告事項でペーパーもので配られて、来年度からこういう事業

をしますということでお話をされます。この時につきましては、まだ予算も

固まっていない時期であり、どのような予算が出るかというのも、まったく

わかっていない状況のときですので、その時には、委員会の所管事務調査と

してそのことについてのご意見なり、要望なりというものは議員さんから言

っていただけるということで、議員懇談会、書き方が悪いかもしれないです

けれども、この議員懇談会というのはその議案が出される直前の議員懇談会

とお考えください。ということでそれよりも前にある、３月の議会に出され

る案件でしたら２月の半ばに行われる議員懇談会よりも前に行われる委員

会でありますとか、全員協議会でありますとか、議員懇談会、こういったと

きにおいては、議員さんはまだどのような議案が出るかというのも固まって

いない状況ですので、質疑、もちろん意見も言えるということでお考えいた

だければと思います。以上です。 

 

ほかにございませんか。こちらにつきましても、本日お配りして説明させ

ていただきましたんで、これも、また次回以降の委員会で議論していければ

というふうに思ってますんで、特に質疑、ご意見等がなければ今日はこれで

終わっておこうと思いますが、よろしいですか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、③議案の事前審査については、また次回以降の当委員会で議論

をしていくということで確認して終わっておきます。 

次に、④欠席議員のオンライン出席について、を議題とします。 

このことについて、溝部副委員長から、資料をお預かりし、本日配布して

おりますので、溝部副委員長から説明をお願いします。 

溝部委員。 

 

 今日は勉強していくということで、地方議会における委員会のオンライン

開催の状況という総務省のホームページの資料を提出させていただきまし
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た。最初のページの１に、総務省は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受

け、令和２年４月に各団体の条例案、会議規則等について必要に応じて改正

等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点から委

員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、いわゆるオ

ンライン出席により、委員会を開催することは差し支えない旨を通知してい

ます。斑鳩町の議会として今後どのような形をとっていくか、結論をすぐに

出すということではなく、勉強していくと思っていますけれども、以前、斑

鳩町でも町長や副町長、議員が委員会に出席できない状況があったので、国

や地方の流れを勉強していくことで、今後オンライン委員会やＩＴＣ化を町

議会に検討する際には参考になるのではないかというふうに思っています。 

最初のページの２番目で、委員会条例や会議規則の改正とオンライン委員

会の開催状況としては、まだ令和４年１月１日時点では１３５団体というこ

とで、全団体の７．６％、町村では４．９％ということです。奈良県下では、

桜井市がこれを改正されていて、ちょっとお話を聞いたところ、広報委員会

を試験的に開催されたと聞いています。裏面では、オンライン委員会を実際

に開催した３５団体の状況として、オンライン開催の要件の規定として、感

染症のまん延のほかに、災害が発生した時とか、またその下に育児・介護を

含めている、そういった規定を含めている団体もあるということです。 

 次のページは、地方議会におけるデジタル技術の活用の状況ということ

で、ネット中継やペーパーレスのデータがありますので、また見ていただけ

たらと思います。その次として、３枚目の資料も総務省のホームページから

持ってきたものなんですけど、オンライン委員会の開催方法に係るＱ＆Ａと

いうことで、例えば５ページですけども、以前にも問題があがっていたかと

思うんですけども、議員本人の確認をどうするのか、などということについ

ての見解が書かれてあります。また賛否の表明や表決についてなどは、７パ

ージに記載されているんですけれども、総務省の回答には全体的に各団体や

委員長の適切な判断などという回答がすごく多く、各議会の申し合わせをつ

くっていらっしゃる各団体が多いようです。またそのオンライン委員会を実

施されている市などで、その申し合わせのほうなども、今後紹介させていた

だけたらよいかと思っておりますので、またこの資料を私も含めてそれぞれ

に参考に見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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齋藤委員 

 

溝部委員 

 

 

 

委員長 

 

 ただいま、溝部委員のほうから、資料の説明がございました。 

 委員皆様のほうで質疑・ご意見等があればお受けしたいと思います。  

 齋藤委員。 

 

 イメージがわかないんですけども、例えばもしやるとしたら、自分の家の

パソコンのズームかなんか使って、欠席委員はここに画面が出てきて、ズー

ムで一緒に討議するというふうなイメージでしょうか。 

 

 おそらく、いろんな方法があるかなとは思いますけども、齋藤委員がおっ

しゃったような方法もあろうかと思います。 

 

 ほかの方法としては例えば、パソコン使ってないとか、そういう通信の手

段がないとか、なった場合はそういう通信の手段を各自備えてやっていくと

いうふうな形のイメージでしょうか。 

 

 それも含めてという形になると思うんです。そういった機器が持ってない

ということもあると思いますので、それを議会で用意するのか、各自のスマ

ホとかパソコンを使ってするのかというのも、本当に各議会で違うようなの

で、今は機器をどうするかというハード面のことについては何も検討してな

いというか、機器があるという大前提のもとにこの資料を出していますの

で、そこらへんはまた、もし斑鳩町でやるとなった場合には、予算のことも

ありますので、検討しないといけないかなと思います。 

 

 ほかのところはどのような形でやっておられるんでしょうか。 

 

 私がひとつお聞きしたのは、本当に自分のタブレットとかスマートフォン

で、ご自宅なり事務所から全員がオンラインの状況でされているというのを

お伺いしました。ひとつの例としてですけども。 

 

 実際にやっていこうというふうになったときに、よそはどんなふうにして
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はるかというのは勉強していけるかなと思いますけど、まず前提として、オ

ンラインをやるのを是とするとか否とするのか、そこのところで去年議論が

あってで、ＩＴ化ということで、その中で検討させていただきましたけども、

今、オンライン、ネット中継とかそういうところまでいかずに、ホームペー

ジの充実をしようということで意見がまとまっていまして、それについてソ

フト面のハードルをクリアできるのかどうか、ということで今年度委員から

提案があって、勉強していこうということですので、そこにいく前段の話か

なとは思っていますけども。質問していただくのは全然構いませんけども。  

齋藤委員。 

 

 ということは、ハード面は脇に置いておいて、ソフト面の本人確認とか、

そういうふうなことを勉強していくということでよろしいですね。 

 

 中心はそちらになろうかと思います。 

 奥村委員。 

 

 溝部副委員長からお聞きした話ですと、県下では桜井市が広報委員会で第

一歩という形だと思うんですけど、広報委員会での第一歩ということで、資

料を見させていただいたら決を採るということに関してはまだまだハード

ルは高いものがあるのかなとは思いますけども、まずは第一歩として斑鳩町

としても勉強を始めていくということに関してはいいのかなとは思います。 

 

 私もちらっと桜井市に、知り合いの議員がいましてお聞きしますと、先ほ

ど溝部委員がおっしゃったように、広報委員会で１回やって、議会運営委員

会でもできるようにしているという話は聞いたんです。実際には開催されて

いませんので、だから議会運営委員会でいいますと、決を採る場面もあるか

と思いますので、そういうところもできるようにしていくとおっしゃってい

たのと、オンラインで委員会を開催することについて、反対意見とかなかっ

たですかって聞いたら、なかったよとおっしゃっていましたんで、そこのと

ころはどういうふうに議論されているのかなというのは、参考にさせていた

だければなと思っているんですけども。時期を見て機会があれば桜井市にも
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委員長 

 

 

 

 

 

 

可能であれば、視察に行かせていただければなと思ってはいるんでけども、

ただ、今年度につきましてはコロナがまだ蔓延してますんで、ちょっと今年

度は無理かなと思っていますし、また後ほど視察のことについてはその他の

ところで委員さんのご意見をお聞きしようと思いますけれども。ちょっと状

況としては今は無理かなというふうに思っております。 

 ほかに、質疑・ご意見ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

 ないようでしたら、本日、溝部委員のほうから資料提出いただいて、それ

についてご説明をいただいたということで、また次回以降も、同様の形で進

めていければいいかなと思っていますが、そういう形で進めさせていただい

てよろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、そのことを確認して、④欠席議員のオンライン出席については   

以上で終わっておきたいと思います 

１．協議事項については、以上で終わります。 

ここで１０時２０分まで休憩します。 

 

（ 午前１０時０６分 休憩 ） 

（ 午前１０時２０分 再開 ） 

 

それでは、再開します。 

次に、２．その他について、①新型コロナウイルス感染症にかかる公務の

取り扱いについてを議題とします。 

６月１４日の当委員会で、議長から、斑鳩町議会で適用されている新型コ

ロナウイルス感染症にかかる公務の取り扱いについて、再度、議会運営委員

会で協議いただきたいということでお話をいただきました。このときには、

同居の親族が濃厚接触者である場合に、誰が濃厚接触者であるかわかりにく
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い記載であるといったご指摘をいただいておりました。また、町職員の取り

扱いと同様に、同居の親族が濃厚接触者であっても、どなたにも症状がない

場合は、検査結果を待つ必要がないのはいかがかといった声もあり、８月の

議会運営委員会で改めて文書案を提出して、協議していくということになっ

ておりました。 

このことから、本日、改めて、文書案を作成しておりますので、事務局の

ほうから説明をお願いします。 佐谷議会事務局長. 

 

お手元に配布しております「現」とかかれた令和４年２月２１日付けの通

知文と、２枚目の「案 町職員と同様の取り扱い」とかかれた通知文案を、

あわせてご覧いただきたいと思います。 

まず、現行の内容から変更しておりますのは、記の下の②です。現行の通

知文は、②同居の親族等が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者である場

合。保健所等が同居の親族等に指示された自宅待機の期間は、公務の出席を

見合わせてくださいといったように、同居の親族とまったく同じ対応でとい

うことになっております。こちらを２枚目の案は、②として同居の親族等（以

下、「Ａさん」という。）が「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者であ

る場合、Ａさん、議員本人、Ａさん以外の同居の親族等に発熱等の風邪症状

がみられる場合は公務の出席を見合わせてください。（同居の親族のどなた

にも症状がない場合は、ＡさんのＰＣＲ検査等の結果を待つ必要はありませ

ん。）」というふうに改正案を提示させていただいております。 

前回の委員会では、１点目に同居の親族等が、濃厚接触者である方がどな

たのことなのか、その他の同居の親族はどこに書いてあるのか、わかりにく

いといったご指摘をいただいておりましたので、このようにＡさんといった

表記にかえさせていただいておりまして、Ａさん以外の同居の親族等という

ふうに明らかに区分がわかるような形でさせていただいております。 

また、前回の議会運営委員会以後、７月２２日には、厚生労働省から感染

者の濃厚接触者に求める自宅待機期間を原則７日間から５日間に短縮、さら

に検査で陰性が確認されれば最短３日で解除されるというふうな緩和の方

針も転換されております。また、現在、実際のところ、町立保育園等で、濃

厚接触者とされた場合も、無症状の場合はＰＣＲ検査等を受けることなく、
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５日間自宅待機ののち、症状がなければ登園再開となっております。このこ

とから、実際にＰＣＲ検査がないといった状況もありますことから、ＰＣＲ

検査を待つ必要なく、どなたにも風邪症状がない場合については出てきてい

ただいて大丈夫というような形で②を改正しているものでございます。 

このような形で修正案を作成しておりますので、委員の皆様方にはご確認

いただきまして、ご協議いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

ただいま事務局から説明のありました公務の取り扱いについての文書案

について、委員皆さんの質疑・ご意見をお聞きいたします。 

齋藤委員。 

 

②の町の取り扱いの分で、二重線引いているところ、Ａさん、議員本人、

その次のＡさん以外の同居の親族等とありますけども、これはＡさんに含ま

れるんじゃなくて、どういう場合が言っているんでしょうか。 

 

佐谷議会事務局長。 

 

これは、例えば、子どもさんがお二人おられて、奥様と４人家族だと想定

させていただいた場合、下の子どもさんが保育園で濃厚接触者ということで

その方が指定されたといたします。その方がＡさんです。同居の親族等（「Ａ

さん」と言う。）が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者である場合です、

この時にＡさん、保育園に行っておられる下のお子さんのことです、そして

議員さん本人、そしてＡさん以外の同居の親族等となりますと、この場合は

奥様と上のお子さんということになります、その方のどなたかに風邪症状が

みられる場合は公務の出席を見合わせてくださいということです。なので同

居の親族のどなたにも症状がない場合はＡさんのＰＣＲ検査の結果を待つ

必要はないということを明記しているものでございます。以上です。 

 

齋藤委員。 

 

Ａさん以外の同居の親族等は、このＡさんに入るんじゃないですか。 
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 暫時休憩いたします。 

 

（ 午前１０時２６分 休憩 ） 

（ 午前１０時２７分 再開 ） 

 

再開いたします。 

 ほかに質疑・ご意見ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしましたら、特にご異議等がなければ、この事務局のほうで作ってい

ただいた新しい案のほうで今後、取り扱いを進めていくということで、確認

させていただきたいと思いますけど、それでよろしいでしょうか。 

齋藤委員。 

 

これ、公務の出席を見合わせてくださいとなってますけども、あった場合

の取り扱いについては、国が示す基準でもって出てきていいということでよ

ろしいでしょうか。 

 

佐谷議会事務局長。 

 

どなたにも風邪症状がみられない場合はご出席いただけたらと思います。

以上です。 

 

熱が出た場合、自分がもしくは家族が熱が出た場合、今度出れる基準とい

うのが先ほど局長がおっしゃっておったように、国の基準でもって、出てく

るという理解でよろしいでしょうか。 

 

もし、熱が出られた場合には、今の段階ではご自分または家族の方がコロ

ナウイルスに感染しているのではないかと疑われて、抗原検査なりを受けら
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れるような状況になっていくと思いますので、そうなった場合はですね、本

人さんがその時に確認していただいて、陰性であれば出てきていただいてい

いと思いますが、陽性であれば国の基準に従って約１０日間の自宅待機、そ

の方が、例えば奥様がなられたとしましたら、配偶者である同居親族の議員

さん自体も家族の中なので、おのずとご本人自体が濃厚接触者になってきま

すので、先ほども申しあげましたように、国の指針に従って、何の症状もな

くても５日間は自宅待機になってくるかと思います。以上です。 

 

そうしましたら、先ほど申しあげましたように、新しい方の文書内容で公

務の取り扱いをしていくということで、確認させていただいてよろしいか。 

 

（ 異議なし ） 

 

そうしましたら、①新型コロナウイルス感染症にかかる公務の取り扱いに

ついては、新たに作成しました文書で今後取り扱いをしていくということで

確認をしておきますので、議長のほうにそれで報告をさせていただきます。  

 伴議長。 

 

ご協議いただきましてありがとうございます。これにつきましては、いつ

もであれば全員協議会で、また委員長報告あって皆さんでもう一度協議とい

う形になるかとは思うんですが、これについては速やかに文書配布させてい

ただきたい、９月の出席ということも、今回の出席ということにもかかわっ

てきますんで、そういう扱いをさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

 それでは、②その他について、各委員から質疑、ご意見等があれば、お受

けいたします。 

 

（ な  し ） 

 

 そうしましたら、先ほど少し触れましたけども、視察のことで確認だけさ
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せていただきたいと思いますが、それぞれ思いをお持ちの方いらっしゃるか

と思いますけども、まだコロナウイルス感染が広がっていますんで、今年度

議会運営委員会としての視察を見送らせていただこうと思いますけれども、

それでよろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

 それではそのように確認をしておきます。 

そうしましたら、議長のほうから、なにかございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

事務局から、何かございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

それでは、他にご意見等もないようですので、その他についてもこれをも

って終わります。 

以上をもちまして､本日予定しておりました案件は全て終了しました。 

なお、本日の委員長報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、これをもって本日の議会運営委員会を閉会します。 

どうもお疲れ様でした。 

 

                   （ 午前１０時３２分 閉会 ） 

 


